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『

オ
ッ
ト
ー
・
デ
ィ
ー
タ
ー
は
そ
の
ラ
ン
ヶ
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
比
較
論
の
冒
頭
に
十
九
仙
紀
中
葉
の
凋
逸
史
學
の
推
移
を

次
の
様
に
述
べ
て
居
る
。

一
八
七
六
年
ラ
ン
ヶ
は
そ
の
「
宰
相
ハ
ル
デ
ン
ペ
ル
グ
公
の
同
想
録
」
を
群
く
際
に
自
由
戦
役
以
後
に
史
誰
を
進
め

や
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
菱
料
の
不
充
分
さ
に
も
よ
る
が
一
八
十
三
年
を
以
っ
て
彼
の
筆
を
断
た
し
め
た
主
な
る

理
曲
は
即
ち
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
失
脚
以
來
「
仙
界
の
地
平
線
」
が
鍵
化
し
、
之
と
共
に
復
哲
、
立
悲
運
動
の
新
時
代
の

聯
が
開
か
れ
、
之
は
歴
史
的
興
味
よ
り
も
寧
ろ
政
治
的
興
味
を
唆
る
か
ら
と
言
ふ
に
あ
る
。
ラ
ン
ヶ
が
か
比
る
言
葉
を

十
九
世
紀
凋
逸
史
學
史
の
一
駒
一
四
三

十
九
世
紀
猫
逸
史
學
史
の
一
鮒

（
ご
政
治
史
派
の
蛙
質
。

（
二
）
ラ
ン
ヶ
さ
ド
ロ
イ
ゼ
ン
さ
の
比
較
。

（
三
）
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
史
観
ざ
普
濁
問
題
。

（
一
）

ｌ
所
謂
フ
ロ
シ
ャ
派
」
に
開
す
る
一
考
察
Ｉ

り

讃
井
鉄
男
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十
九
世
紀
郷
逸
史
學
史
の
一
助
一
四
四

記
し
た
時
は
彼
は
其
の
純
粋
な
學
川
的
研
究
に
捧
げ
ら
れ
た
永
き
生
涯
の
晩
年
に
あ
り
，
そ
の
生
涯
の
幾
多
の
經
瞼
に

よ
り
怖
熱
的
政
治
的
時
局
川
題
へ
の
開
心
は
絶
對
的
認
識
に
捧
げ
ら
れ
た
史
學
を
峻
凌
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
率
を
知
っ

た
の
で
あ
る
。
故
に
彼
は
そ
の
群
作
に
於
て
政
治
的
に
白
熱
化
せ
る
十
九
仙
紀
の
境
を
敢
て
踏
み
越
へ
や
う
と
し
な
か

っ
た
。
自
ら
の
政
治
的
活
動
の
迩
命
、
政
治
的
に
刺
揺
せ
る
時
代
が
彼
の
雁
史
著
述
に
向
け
た
冷
遇
等
の
凡
て
の
事
か

ら
、
一
八
七
七
年
二
月
に
「
歴
史
家
は
決
し
て
同
時
に
狂
際
的
政
治
家
で
あ
り
得
な
い
」
・
と
述
べ
た
様
な
確
信
が
得

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
六
十
年
代
に
は
既
に
新
し
き
艸
向
が
完
成
せ
ら
れ
自
由
戦
役
の
嵐
と
共
に
始
め
ら
れ
た
凋
逸
、
欧

洲
の
發
展
の
時
代
は
一
八
六
六
年
、
一
八
七
七
年
を
以
て
一
先
づ
完
結
し
、
新
凋
逸
帝
剛
に
於
て
は
、
永
き
に
汎
ろ
紛

争
の
後
に
凋
逸
問
題
の
解
決
、
十
九
世
紀
の
敵
脱
し
合
ふ
諸
勢
力
の
妥
協
が
逹
成
せ
ら
れ
、
之
と
共
に
ラ
ン
ケ
の
純
粋

歴
史
的
思
考
法
に
新
し
き
展
望
が
開
か
れ
始
め
た
。
九
十
年
誕
生
記
念
日
の
波
説
に
於
て
ラ
ン
ケ
は
述
べ
て
曰
く
、

「
凋
逸
建
國
と
い
ふ
大
事
件
の
中
に
は
、
『
就
中
革
命
的
諸
力
の
敗
北
』
（
と
の
勝
利
は
歴
史
の
公
正
な
観
察
を
不
可

能
に
す
る
）
が
認
め
ら
れ
る
。
此
の
決
定
的
な
卿
向
が
初
め
て
私
に
「
仙
界
史
」
の
大
計
謝
の
勇
氣
を
與
へ
た
」
と
。

か
上
る
言
葉
の
中
に
は
亦
新
帝
剛
に
於
け
る
柵
逸
歴
史
記
述
の
と
れ
る
鍵
遥
推
移
の
深
き
原
因
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
六

十
年
代
に
於
け
る
攻
盤
的
な
ピ
ス
マ
ル
ク
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
衝
突
、
棡
逸
の
篤
の
ヘ
ゲ
モ
’
－
－
戦
に
於
け
る
此
の
プ

、
ロ
ィ
セ
ン
の
勝
利
、
佛
國
と
の
職
に
於
け
る
闘
民
的
感
怖
の
興
起
等
は
事
愛
、
本
來
の
柵
逸
の
十
九
枇
紀
の
革
命
的
諸

力
、
活
動
的
な
市
民
階
級
に
指
導
さ
れ
た
自
由
主
義
的
國
民
的
民
衆
の
力
に
と
っ
て
は
、
幸
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

今
や
新
興
凋
逸
の
中
心
に
來
た
も
の
は
、
背
て
の
パ
ウ
ル
ス
キ
ル
ヘ
風
な
民
主
盈
義
的
、
統
一
的
中
央
椛
力
で
は
な
く



し
て
、
保
守
的
地
域
國
家
プ
ロ
イ
セ
ン
で
あ
り
、
齊
凋
逸
自
川
主
義
の
革
命
的
勢
力
の
中
心
は
破
壊
せ
ら
れ
、
其
の
指

導
的
闘
士
等
は
自
己
の
理
想
の
迷
妄
を
悟
り
、
自
由
主
義
的
民
衆
は
亦
内
部
的
分
裂
に
倒
れ
た
。
凋
逸
の
歴
史
記
述

（
そ
の
代
表
君
の
大
部
分
は
此
の
白
山
主
義
的
市
民
階
級
よ
り
出
て
ゐ
る
）
は
、
今
や
ダ
ー
ル
マ
ン
。
ゲ
ル
ヴ
ィ
ヌ

ス
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
。
ジ
ー
ベ
ル
。
ト
ラ
イ
チ
ケ
の
政
治
的
岡
民
的
自
川
主
義
的
要
求
か
ら
、
次
第
に
ラ
ン
ケ
の
純
粋
な

認
識
目
標
に
復
蹄
し
て
行
っ
た
。
此
の
卿
向
と
共
に
一
八
十
三
年
’
十
五
年
、
一
八
六
六
年
’
七
一
年
を
以
て
、
荊
せ

ら
れ
る
時
代
は
叉
凋
迎
の
歴
史
描
馬
に
於
て
も
新
し
き
光
の
下
に
照
ら
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
ラ
ン
ケ
の
ミ
ュ
ー
ズ
（
史

洲
）
は
猶
も
こ
の
政
治
的
に
熱
し
た
大
地
を
歩
く
躯
を
癖
燃
し
之
に
反
し
て
統
一
、
内
川
の
鰯
の
怖
熱
的
な
剛
士
等
の

政
治
史
は
好
ん
で
此
の
道
を
進
ん
だ
。
そ
れ
は
此
の
近
き
過
去
の
人
物
事
件
の
中
に
彼
等
自
身
の
政
治
的
、
阿
比
自
由

主
義
的
、
碓
信
が
雌
も
よ
く
諦
明
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

十
九
仙
紀
凋
逸
史
學
の
興
隆
を
招
來
せ
る
も
の
は
剛
家
那
想
と
仙
界
槻
と
の
叩
極
性
で
あ
る
。
普
通
的
価
向
の
一
フ
ン

ケ
の
史
學
す
ら
佃
性
的
プ
ロ
シ
ャ
剛
家
生
析
の
柵
照
が
彼
に
典
へ
た
思
想
な
し
に
は
老
へ
ら
れ
な
い
。
北
獅
逸
的
、
新

教
的
史
學
は
大
柵
逸
的
齊
数
的
史
騨
と
等
し
く
共
に
學
川
と
政
治
と
の
合
生
（
母
日
巨
○
ぬ
①
）
の
中
に
生
き
た
の
で
あ

る
。
成
程
、
剛
民
主
韮
的
伽
向
に
畑
せ
ん
と
す
る
川
訓
『
政
治
史
家
」
に
比
し
て
、
ラ
ン
ケ
の
催
越
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
彼
も
亦
附
心
を
持
ち
，
彼
に
も
亦
力
の
糸
で
あ
っ
た
躍
問
と
政
治
と
の
合
生
は
彼
に
は
異
っ
た
性
筑
を
布

し
た
。
図
災
政
治
的
意
欲
の
怖
熱
か
ら
解
放
せ
ら
れ
、
剛
災
性
（
彼
の
解
す
る
如
き
）
に
よ
っ
て
充
分
に
蘇
碓
せ
し
め

ら
れ
た
剛
家
生
活
の
中
に
内
的
洲
足
を
兇
川
し
た
彼
の
天
才
は
新
し
き
皿
想
主
義
的
浪
泌
的
に
育
ま
れ
た
仙
界
槻
が
、

十
九
肚
紀
獅
逸
史
畢
史
の
一
鋤
一
四
五

1

Ｉ
ｌ
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’一

の

グ
ス
タ
ー
フ
、
ウ
ォ
ル
フ
著
、
「
猫
逸
史
學
の
剛
民
的
目
標
」
の
中
に
指
摘
せ
ら
れ
て
居
る
様
に
、
三
月
の
日
の
近

づ
く
頃
に
二
つ
の
伽
向
が
示
さ
れ
て
居
た
。
（
ご
桧
時
の
人
糞
は
政
治
の
中
に
、
人
閲
肺
會
の
進
歩
へ
の
彼
等
の
欲

求
を
沌
足
せ
し
む
る
仙
城
を
見
川
し
、
そ
の
思
想
仙
界
の
中
心
と
し
て
の
剛
家
は
宗
教
、
文
學
に
對
す
る
嘗
て
の
愛
好

十
九
惟
紀
獅
逸
史
恥
史
の
↑
酌
一
川
六

歴
史
祇
界
の
理
解
の
爲
に
供
す
る
様
燕
の
倖
れ
た
可
能
性
を
自
曲
に
汲
み
取
り
、
§
ぬ
”
⑦
己
‐
の
①
再
侭
①
を
常
に
二
コ
‐

②

照
角
言
胃
○
晨
冒
昌
昏
に
閃
め
か
す
事
が
川
来
た
。

一
八
五
六
年
マ
ー
ル
プ
ル
グ
大
學
に
於
け
る
「
近
代
史
學
の
状
態
に
就
い
て
」
と
題
す
る
ジ
ー
ペ
ル
の
淡
詑
よ
り
窺

は
れ
る
株
に
「
三
月
以
前
の
糀
艸
的
柵
逸
」
風
な
ラ
ン
ケ
の
痢
礎
が
彼
等
の
そ
れ
と
机
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
聯
は

容
易
に
認
め
得
る
が
、
深
く
棚
察
す
る
時
は
雨
者
の
相
述
は
程
度
の
差
異
に
す
ぎ
ず
學
問
的
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
從
際

的
政
治
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

り

智
的
槻
察
の
浪
拠
的
母
地
よ
り
の
漸
次
的
離
脱
、
政
治
理
論
よ
り
政
治
涯
践
へ
の
逝
に
於
て
彼
等
の
特
質
が
示
さ
れ

る
と
は
い
へ
、
根
扱
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
偉
統
な
し
に
は
彼
等
は
存
在
し
得
な
い
。
訓
は
噌
彼
等
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の

鋤

迩
旋
を
以
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
反
抗
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
も
亦
雁
史
法
學
派
と
等
し
く
剛
民
の
有
機
的
發
展
よ
り
理

想
を
導
き
出
さ
ん
と
欲
し
、
全
く
オ
ル
ガ
ノ
ロ
ギ
ー
の
意
味
に
於
て
目
標
を
既
に
凋
逸
史
の
「
本
質
」
の
中
に
移
し
、

此
の
園
⑦
一
ョ
ｇ
の
發
展
を
直
槻
的
な
、
經
嶮
的
材
料
に
合
致
す
る
様
な
發
展
の
概
念
矛
以
て
描
き
此
の
場
合
そ
の
歴

史
椛
成
が
小
柵
逸
的
価
向
を
と
る
と
し
て
↓
そ
れ
は
恥
に
プ
ロ
シ
ャ
的
蹴
派
性
に
非
ず
し
て
、
凶
①
胃
一
号
の
結
果
を

⑤

既
に
皆
〕
吻
鳥
の
中
に
求
め
る
椛
成
的
有
機
的
附
聯
一
般
へ
の
要
求
で
あ
る
。



の
念
か
一
失
は
し
め
た
。
（
二
）
か
Ｌ
る
好
尚
の
推
移
の
紡
果
は
、
襟
て
一
般
的
政
治
理
論
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
親
し

く
國
家
生
活
に
關
與
せ
ん
と
欲
し
た
人
糞
は
，
必
要
に
辿
ら
れ
て
、
宵
て
敦
會
的
、
文
學
的
問
題
に
於
け
る
よ
り
以
上

に
、
最
も
手
近
に
あ
る
要
求
を
老
胆
す
る
に
至
っ
た
。
勿
論
そ
の
故
に
究
極
の
目
的
を
忘
れ
去
る
の
で
は
な
く
、
之
を

柑
而
の
時
励
問
題
に
面
し
て
、
直
接
の
老
胆
の
後
に
お
く
の
で
あ
る
。

此
の
節
一
の
現
象
に
よ
っ
て
は
猫
未
だ
十
八
枇
紀
へ
の
橘
が
架
け
ら
れ
て
居
る
。
価
だ
の
剛
家
、
剛
災
は
人
類
の
鰯

に
一
定
の
文
化
要
求
を
果
す
と
い
ふ
思
想
は
猫
仔
在
し
、
政
治
的
椛
力
は
猫
そ
の
存
在
椎
を
文
化
使
命
の
充
足
よ
り

得
、
凋
逃
の
發
展
も
か
上
る
目
標
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ダ
ー
ル
マ
ン
。
ゲ
ル
ヴ
ィ
ヌ
ス
の
根
本
思
想
は
猫
屡
盈

後
に
向
け
ら
れ
て
居
る
。
然
し
乍
ら
政
治
的
状
態
が
鍵
化
し
て
初
め
て
獅
迎
の
文
化
生
活
は
榮
へ
る
だ
ら
う
と
い
ふ
信

念
は
新
し
い
、
國
民
的
椛
力
闘
争
に
減
さ
れ
た
未
来
を
示
し
て
居
る
。

然
し
乍
ら
此
の
新
し
き
未
来
は
節
二
の
現
象
、
即
ち
迩
際
的
原
凶
よ
り
要
求
せ
ら
れ
た
「
政
治
的
見
解
の
く
角
冨
『
‐

目
呂
」
に
よ
り
既
に
一
八
四
八
年
以
前
に
指
示
せ
ら
れ
て
居
る
。
剛
民
的
源
泉
よ
・
り
汲
み
取
ら
れ
た
新
た
な
刺
激
を

自
ら
従
雌
し
、
幽
か
な
教
育
的
渦
動
の
川
發
鮎
と
な
さ
ん
と
す
る
事
が
若
き
時
代
の
人
盈
の
弧
き
意
志
で
あ
っ
た
。
彼

等
は
そ
の
道
義
的
粘
川
的
理
想
に
於
て
は
ダ
ー
ル
マ
ン
。
ゲ
ル
ヴ
ィ
ヌ
ス
。
の
其
れ
と
異
る
所
は
な
か
っ
た
が
事
疵
の

認
識
、
利
川
に
於
て
新
し
き
も
の
を
生
み
、
そ
の
力
を
雌
も
打
効
に
利
川
し
柵
た
。

勿
論
妓
初
は
様
廷
の
障
砕
が
之
等
若
き
人
糞
の
充
分
な
活
動
を
妨
げ
た
。
即
ち
そ
れ
は
、
湧
き
畢
派
に
於
て
そ
の
半

ば
仙
界
市
民
主
義
的
、
半
ば
剛
民
的
叫
惣
を
単
ぴ
得
た
人
だ
が
猫
大
き
な
勢
力
を
維
持
し
て
居
り
、
且
又
若
き
時
代
の

十
九
枇
祀
猫
逸
史
恥
史
の
一
鋤
一
四
七
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Q

凋
逸
統
一
通
勤
に
於
け
る
歴
史
家
の
役
荊
、
及
び
此
の
事
件
が
凋
逸
史
家
の
剛
民
的
政
治
的
目
標
の
發
鵬
に
對
す
る

意
義
は
上
の
嫌
な
事
怖
に
よ
っ
て
特
庇
づ
け
ら
れ
て
居
る
。

、
“

政
治
史
家
の
運
動
を
典
く
も
の
は
そ
の
弧
き
皿
想
主
義
的
粘
祁
で
あ
る
。
彼
等
は
諏
學
、
詩
が
姿
を
潜
め
た
る
後
の

封
・
日く ぅ

理
想
主
義
的
粘
祁
の
妓
後
の
代
表
軒
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
叫
想
主
義
的
↓
現
狂
主
義
的
獅
逸
へ
、
糀
川
的
、
文
単
的

↓
物
髄
的
、
政
論
的
關
心
へ
の
發
鵬
、
即
ち
鍵
進
，
克
服
と
見
る
よ
り
は
一
つ
の
三
ｇ
め
号
③
二
冒
冒
の
主
張
か
特
髄
的

で
あ
り
、
誕
術
。
諏
學
よ
り
剛
家
。
朧
史
へ
と
思
惟
の
對
象
は
或
は
鍵
進
し
た
と
し
て
も
、
凋
逸
理
想
主
義
の
本
礎
は

正
に
‘
そ
れ
が
之
等
の
蕊
進
に
堪
へ
、
否
、
之
を
促
進
し
、
而
も
仙
界
に
對
す
る
理
想
主
義
的
根
本
關
係
を
維
持
し
た

勲
に
存
す
る
。
そ
れ
は
現
疵
と
の
岡
争
に
於
て
初
め
て
自
ら
を
完
成
し
た
。
理
恕
主
義
的
な
言
ｇ
ぃ
９
９
日
日
が
洲
他

的
自
由
主
義
の
中
に
於
て
表
現
し
た
る
「
全
柵
概
念
」
は
仙
界
の
政
治
化
、
即
ち
學
川
と
人
生
と
の
結
合
、
理
論
的
人

的
自
由
主
義
の
中
に
於
て
表
現
し
た
る
一８ うぐ

間
と
旺
践
的
人
間
と
の
統
一
で
あ
っ
た
ｃ

か
つ
た
。

十
九
肚
紀
獅
逸
史
恥
史
の
一
剛
一
四
八

人
だ
の
中
で
姫
も
粘
測
的
に
祈
溌
な
人
糞
は
術
時
の
支
配
的
剛
家
椛
力
に
反
抗
の
位
世
に
立
っ
て
居
り
、
何
よ
り
も
先

づ
征
際
的
創
造
の
前
提
が
戦
ひ
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
偏
に
そ
の
析
測
範
剛
を
妨
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
故
に
彼
等
は
必
然
的
に
雌
為
先
づ
一
般
的
根
本
叩
理
、
目
的
（
そ
の
限
り
に
於
て
は
恋
時
代
の
人
だ
と

一
致
す
る
）
を
雌
訓
せ
ざ
る
を
得
ず
彼
等
の
測
惣
の
庇
除
的
完
成
は
史
に
都
介
よ
き
未
来
に
延
期
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

政
治
史
派
の
通
勤
を
通
槻
す
る
時
に
、
そ
の
風
潮
の
一
般
的
赤
間
蕪
よ
り
詔
は
■
「
時
代
の
旭
惣
」
と
も
言
ふ
べ
き

Ｌ
ｌ
ｌ
し

’
－



ｇ
の
吻
国
２
－
を
生
み
、
此
の
理
想
の
中
に
人
生
の
意
義
を
認
め
、
剛
鵬
を
歴
史
に
導
き
、
意
志
の
形
成
を
以
て
祁
聖
な

義
務
と
な
さ
れ
、
「
吾
等
は
か
の
時
代
に
對
し
て
、
一
つ
の
全
く
新
し
き
逝
義
的
陳
理
を
有
す
。
『
人
生
』
（
そ
の
全

鰐
性
に
於
て
奮
際
的
、
政
治
的
生
活
が
弧
訓
せ
ら
る
）
は
藝
術
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
道
義
的
力
は
美
的
現
象
以
上
の

も
の
で
あ
り
、
一
定
の
Ⅲ
剛
は
融
け
去
っ
た
人
迩
主
義
の
像
を
排
除
し
今
や
我
等
は
全
慨
に
働
き
か
け
る
率
に
の
み
眞

の
滿
足
を
見
川
す
」
・
若
返
ら
さ
れ
た
叫
家
生
活
へ
の
一
般
的
伽
向
が
凡
て
を
笈
く
緒
川
で
あ
り
、
書
齋
、
窩
廷
の
史

學
（
ラ
ン
ケ
）
は
蔑
覗
せ
ら
れ
、
事
件
が
人
心
を
動
か
し
歴
史
的
思
惟
が
伸
大
な
事
件
へ
の
愛
好
の
念
に
支
配
せ
ら
れ

る
時
に
、
そ
の
事
件
の
物
語
が
與
へ
ら
れ
た
ス
｜
ア
イ
ー
ル
と
な
り
、
新
し
い
意
味
を
與
へ
ら
れ
た
「
望
昌
、
ご
「
四
日
‐

号
冒
」
弓
国
盲
屋
等
の
棟
諦
、
偉
大
な
弓
①
男
言
胃
壽
①
ど
の
腿
鹸
、
剛
家
的
存
在
の
仙
仙
、
等
の
中
に
一
つ
の

新
し
い
仙
界
棚
か
窺
は
れ
る
。
此
脆
に
吾
盈
は
一
つ
の
文
化
諏
學
的
業
跿
を
認
め
る
事
が
川
来
る
。
ト
ラ
イ
チ
ケ
の
如

鋤

き
は
政
治
的
彼
城
を
は
る
か
に
越
へ
て
逝
義
的
秩
序
、
人
類
の
新
し
い
形
式
の
爲
の
聞
手
に
迄
進
ん
だ
。

ラ
ン
ヶ
の
容
槻
性
は
佃
盈
の
場
合
を
蒋
迦
的
政
治
、
蒋
迦
的
州
係
の
光
の
下
に
低
き
、
佃
だ
の
民
族
、
剛
家
を
そ
れ

自
ら
と
し
て
壇
な
く
常
に
災
族
結
合
、
剛
家
結
合
の
關
聯
に
於
て
棚
察
し
、
政
淌
史
家
と
彼
と
を
祁
速
せ
し
め
る
も
の

は
根
本
的
に
は
認
識
へ
の
彼
の
弧
き
意
志
、
灰
を
認
識
の
力
で
あ
り
、
且
又
彼
は
彼
等
に
比
し
、
更
に
直
接
に
ロ
マ
ン

０仏

チ
ッ
ク
に
脇
し
、
之
と
共
に
蒋
迦
的
槻
察
の
価
向
を
右
し
た
事
で
あ
る
。
既
に
見
た
如
く
ラ
ン
ヶ
が
柵
逸
姓
叫
を
蛍
讃

す
る
の
は
彼
か
此
の
巾
に
轆
命
的
、
一
般
に
政
治
的
術
熱
の
敗
北
を
見
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
ラ
ン
ヶ
の
棚
逸
出
民
感

十
九
世
紀
棚
逸
史
學
史
の
一
酌
一
凹
九

も
の
上
生
れ
た
事
が
旗
は
恥
る
。
十
九
仙
紀
は
美
的
、
浪
拠
的
、
・
哲
學
的
識
養
の
代
は
り
に
、
一
つ
の
新
し
き
呉
皇
‐

’



「

句

り
、
此
の
二
人
の
間
に
立
つ
も
の
が
理
念
と
現
疫
を
よ
く
結
合
し
得
た
ラ
ン
ケ
共
の
人
で
あ
っ
た
。
此
の
三
者
の
詔
は

蝉
ジ
ン
フ
オ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
關
聯
は
、
眞
の
那
念
的
思
惟
と
眞
の
現
麓
的
思
惟
と
は
常
に
一
致
し
得
る
事
を
示
し
、

１ １

シ
ラ
ー
の
人
類
國
民
は
ピ
ス
マ
ル
ク
の
國
民
剛
家
を
形
成
す
る
事
が
出
来
た
。

十
九
世
紀
燭
逸
史
學
史
の
一
酌
一
五
○

冊
は
、
何
よ
り
も
先
づ
精
祁
的
性
閲
の
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
性
礎
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
与
唾
冒
昌
。
三
．
ｏ
２
１

国
需
亘
、
①
ヨ
》
己
貝
ｇ
‐
日
目
需
己
、
①
言
の
感
怖
、
彼
の
粘
川
と
脚
民
の
精
川
と
の
汎
艸
諭
的
關
係
の
感
怖
で
あ
る
。
こ
上

に
は
近
代
叫
民
閏
家
の
發
生
に
大
き
な
力
を
も
っ
た
主
槻
的
要
素
が
全
く
姿
を
隙
し
て
居
る
。
ラ
ン
ヶ
の
國
雌
概
念
の

中
に
は
此
の
、
剛
此
の
古
代
的
、
杣
物
的
生
成
の
時
代
と
並
ん
で
亦
柵
逃
叫
災
旭
想
の
杵
迦
化
的
時
代
の
影
を
も
認
め

る
事
が
出
来
る
。
彼
に
よ
る
と
柵
逸
閏
民
の
偉
大
な
政
治
的
使
命
は
凋
逸
の
佃
袋
國
家
を
川
來
る
だ
け
特
殊
棚
逸
的

に
、
叉
凡
ゆ
る
外
的
桃
型
、
理
論
か
ら
自
山
に
形
成
す
る
に
あ
る
。
全
澗
逃
凹
民
に
と
っ
て
岡
民
聞
家
を
要
求
せ
る
人

糞
は
政
治
的
怖
熱
（
之
は
靜
湘
的
史
家
と
机
容
れ
ざ
る
も
の
）
に
減
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
ラ
ン
ヶ
は
全
柵
と
し

て
は
、
捕
は
れ
た
同
時
代
人
よ
り
更
に
廉
く
阿
民
的
閏
家
生
祈
を
見
る
事
が
出
来
た
が
特
殊
的
に
、
個
交
に
於
て
は
凋

逸
に
於
て
文
化
閏
民
の
厳
密
な
國
民
剛
家
的
統
一
に
向
は
ん
と
す
る
力
を
極
め
て
過
少
評
慨
し
た
の
で
あ
る
が
、
凋
逸

岡
民
感
怖
は
凋
逃
國
民
性
の
粘
川
的
統
一
の
意
識
よ
り
、
政
治
的
表
現
へ
の
欲
求
へ
の
推
移
に
際
し
、
一
度
、
幾
枇
紀

の
地
域
叫
家
的
活
動
に
よ
り
そ
の
特
殊
の
政
治
的
叫
民
性
を
形
成
し
た
佃
左
閏
家
の
限
界
に
足
を
踏
み
止
め
た
の
で
あ

り
、
佃
為
剛
家
の
剛
民
性
を
他
の
凡
て
の
叫
民
的
佃
仙
と
同
様
に
老
胆
に
入
れ
な
か
っ
た
な
ら
人
は
妓
も
根
弧
い
感
怖

を
否
定
す
る
事
に
な
る
だ
ら
う
。
此
の
事
漉
を
等
し
く
表
現
し
た
も
の
は
フ
ン
ポ
ル
ト
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
二
人
で
あ

亀

’



○

既
に
見
た
る
如
く
ラ
ン
ケ
と
政
治
史
家
の
差
異
は
程
度
の
差
異
、
涯
際
的
、
政
治
的
對
立
に
す
ぎ
ぬ
。
胴
者
の
陥
り

の
妓
も
犬
で
あ
っ
た
の
は
憲
法
鍵
吏
の
必
要
が
政
治
史
家
を
舞
塞
に
登
ら
せ
、
彼
等
が
自
山
主
義
と
歩
を
合
せ
た
時
で

あ
る
が
、
政
治
史
家
が
獅
逸
統
一
は
普
破
壊
に
よ
っ
て
ぜ
な
く
、
獅
逸
に
於
け
る
普
の
指
導
的
位
世
に
よ
っ
て
逹
せ
ら

れ
る
と
考
へ
及
ぶ
に
至
り
、
次
で
筬
際
的
、
政
治
的
問
題
が
遂
に
解
決
せ
ら
れ
る
（
ラ
ン
ケ
の
意
味
に
於
て
、
而
し
て

２Ｊ

彼
等
が
ラ
ン
ヶ
の
慨
際
的
、
政
治
的
立
場
に
近
づ
く
事
に
よ
り
）
に
至
っ
て
雨
粁
の
對
立
は
減
じ
て
行
っ
た
。

３

ラ
ン
ヶ
と
ピ
ス
マ
ル
ク
の
思
想
の
多
く
の
一
致
は
既
に
人
だ
の
指
摘
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ピ
ス
マ
ル
ク
が
政

治
史
家
等
の
主
張
に
接
近
し
た
の
は
脳
に
プ
ロ
シ
ャ
的
椛
力
目
的
に
利
川
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
即
ち
彼
は
小
柵
逸

的
史
家
、
政
治
家
が
理
想
と
し
て
髄
讃
す
る
も
の
を
睡
際
的
補
助
手
段
に
利
川
し
、
彼
等
が
単
に
慨
仙
あ
る
把
手
と
看

４

倣
す
目
標
に
向
っ
て
進
む
。
然
し
乍
ら
宰
相
に
對
す
る
闘
争
の
頂
黙
は
既
に
彼
等
の
縛
向
を
意
味
し
ピ
ス
マ
ル
ク
の
強

５

き
影
響
の
下
に
ジ
ー
ペ
ル
、
ト
ラ
イ
チ
ケ
等
の
朧
史
描
鰯
も
書
き
愛
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
Ｏ

柵
迎
の
爲
に
杵
の
剛
家
統
一
を
破
壊
せ
ん
と
欲
し
た
ド
ロ
イ
ゼ
ン
。
ド
ゥ
ン
カ
ー
。
ダ
ー
ル
マ
ン
。
は
群
に
よ
っ

て
、
然
し
亦
普
を
犠
牲
に
し
て
柵
逃
〃
統
一
せ
ん
と
し
た
。
ラ
ン
ケ
も
亦
杵
に
よ
る
柵
迎
の
統
一
を
欲
し
た
。
然
し
乍

ら
そ
れ
は
雁
史
的
に
轆
長
せ
る
剛
家
佃
性
を
保
存
す
る
事
に
よ
っ
て
凹
あ
る
。
前
者
は
近
代
的
な
柵
迎
剛
民
剛
家
の
理

迩
よ
り
川
渡
し
、
（
歴
史
的
地
域
的
柵
逸
は
鐘
煙
す
る
が
而
も
そ
れ
は
彼
等
の
立
悲
的
聯
邦
剛
家
の
概
念
の
許
す
限
り

に
於
て
）
ラ
ン
ケ
以
上
に
愉
時
の
時
代
の
中
に
深
く
、
根
を
下
ろ
し
て
居
た
。
ラ
ン
ケ
は
更
に
深
く
柵
逃
史
の
中
よ
り

汲
み
と
り
、
古
き
柵
逸
の
保
守
的
皇
帝
椎
、
地
域
的
時
代
、
新
し
き
生
成
す
る
立
悲
的
普
凋
を
一
つ
の
統
一
的
な
少
し

十
九
世
紀
猫
逸
史
學
史
の
一
駒

5

幸
二皿
一

■
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Ｆ
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グ
ス
タ
ー
フ
・
ド
ロ
イ
ゼ
ン
等
す
と
こ
ろ
の
父
の
仰
記
Ｑ
、
○
．
目
昌
吻
９
．
こ
ろ
自
Ｌ
ｇ
）
）
を
読
む
人
は
ド
ロ
イ
ゼ

ン
と
ラ
ン
ケ
の
人
格
、
生
涯
に
幾
多
の
類
似
を
見
川
す
だ
ら
う
。
（
二
彼
等
の
性
棉
を
形
成
す
る
、
北
珊
逸
的
新
敦

の
中
に
育
ま
れ
た
宗
教
的
感
怖
仙
仙
の
些
か
さ
・
（
二
）
文
献
學
よ
り
雁
史
學
へ
の
郷
向
。
即
ち
古
典
古
代
の
無
制
限

な
美
化
的
讃
嘆
を
去
っ
て
雁
史
の
過
程
の
全
慨
性
、
繼
練
性
、
凡
て
の
歴
史
現
象
の
佃
有
の
仙
仙
、
全
慨
の
困
果
的
關

●

聯
、
仙
界
史
の
流
の
姿
を
認
め
。
（
三
）
と
の
粘
祁
的
要
素
と
宗
教
的
粘
測
慨
仙
と
を
一
つ
の
仙
界
槻
に
融
合
せ
し
め

十
九
世
紀
獅
逸
史
學
史
の
一
剛
一
五
二

の
間
隙
も
な
い
發
展
の
系
列
の
中
に
綜
合
せ
ん
と
欲
し
た
。
前
考
に
於
て
は
寧
ろ
熱
き
怖
熱
、
希
望
が
見
ら
れ
る
に
對

し
、
ラ
ン
ケ
に
は
歴
史
的
興
想
の
靜
寂
さ
と
、
現
溌
政
治
的
老
唯
の
冷
靜
さ
と
か
綜
合
せ
ら
れ
て
居
る
。
彼
は
蒋
剛
家

の
商
蕊
に
立
ち
、
彼
等
は
凋
逸
災
族
の
大
地
よ
り
躍
り
川
ん
と
す
る
。
杵
中
心
よ
り
猫
逸
問
題
を
把
握
せ
る
人
は
、
彼

等
の
如
く
術
熱
的
に
希
求
す
る
事
は
川
来
な
い
。
何
と
な
れ
ば
彼
は
既
に
伽
物
か
を
右
し
て
居
る
に
反
し
、
彼
等
は
何

物
を
も
有
せ
ず
と
信
じ
、
國
蛇
へ
の
渇
望
に
於
て
凡
て
を
、
そ
の
故
に
あ
ま
り
多
く
を
有
せ
ん
と
欲
し
た
か
ら
。
然
し

此
の
何
物
を
も
有
せ
ざ
る
人
燕
の
渦
壊
が
無
か
っ
た
な
ら
、
杵
剛
家
に
咄
完
全
な
る
他
沌
へ
の
衝
動
が
な
く
な
り
、
亦

普
は
雌
に
普
た
る
に
止
ま
っ
た
図
ら
う
。
彼
等
が
共
に
創
造
に
協
力
せ
る
力
な
く
し
て
は
ラ
ン
ヶ
、
そ
し
て
後
に
ピ
ス

マ
ル
ク
は
普
の
自
己
流
足
よ
り
脱
却
し
や
う
と
老
へ
得
な
か
っ
た
唾
ら
う
。
彼
等
の
準
術
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
二
人
共

毎
Ｊ
Ｈ

非
常
に
よ
く
兇
、
よ
く
建
設
す
る
事
が
川
來
な
か
つ
た
ご
ら
う
。

（
一
一
）

餌

や

｡



●

ん
と
し
て
理
想
主
義
的
諏
學
に
求
め
．
而
も
之
に
捕
は
れ
ず
。
（
四
）
批
界
史
の
動
き
を
好
ん
で
函
家
の
噸
上
よ
り
眺

め
。
（
五
）
岡
家
は
そ
の
原
理
の
自
律
性
に
も
拘
は
ら
す
同
時
に
、
ラ
ン
ケ
が
時
代
の
指
導
理
念
、
支
配
的
伽
向
と
呼

ぶ
も
の
Ｌ
荷
推
考
で
あ
り
、
肌
界
史
的
剛
家
形
成
は
そ
の
搬
大
的
目
的
に
從
ふ
事
に
よ
り
文
化
史
的
使
命
を
果
す
。

（
フ
ィ
リ
ッ
プ
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
意
義
、
ロ
ａ
ｏ
ｇ
ｇ
》
国
〕
街
。
己
句
冒
の
業
蹟
に
開
す
る
雨
澳
家
の
把
握
）
（
六
）

雁
史
聯
象
の
繼
縦
性
、
無
限
に
流
れ
る
流
に
對
し
て
さ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
政
治
的
現
在
に
雁
史
的
過
去
の
杢
慨
的
生

瀧
鞭
統
を
見
、
過
去
を
ぱ
政
治
的
努
力
の
證
人
と
す
る
。
（
七
）
杵
剛
家
に
在
す
る
Ⅲ
か
な
逝
徳
的
ヱ
ネ
ル
ギ
ー
、
政

治
的
軍
辨
的
素
礎
を
傘
長
し
、
箭
時
の
剛
民
的
、
統
一
的
努
力
を
生
き
ノ
、
と
感
じ
た
。

以
上
の
様
な
様
廷
な
類
似
に
も
拘
は
ら
す
二
人
の
史
家
の
開
係
は
元
來
互
に
和
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例
へ
ぱ

ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
「
内
山
戦
乖
史
誹
義
」
と
、
ラ
ン
ケ
の
「
大
悶
論
」
と
を
對
立
せ
し
め
た
時
に
、
垂
見
は
そ
こ
に
著
し

き
對
立
の
あ
る
事
を
見
る
だ
ら
う
。
賦
洲
的
勢
力
均
衡
は
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
不
自
然
な
、
専
制
主
義
的
緋
祁
よ

り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
之
は
克
服
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ケ
に
と
っ
て
は
書
か
れ
ざ
る
肱
洲
的

阿
家
憲
法
の
自
然
的
Ｈ
つ
永
絞
的
形
式
で
あ
る
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
よ
る
と
幟
洲
の
雁
史
は
或
る
一
定
の
叫
比
の
發
展
に

韮
い
て
ゐ
る
に
反
し
、
ラ
ン
ケ
に
と
っ
て
は
近
代
の
朧
史
は
祁
堂
の
峨
洲
の
叫
民
の
コ
ン
ッ
共
ル
ト
を
意
味
し
、
そ
の

中
で
或
る
時
は
或
る
剛
雌
が
他
の
時
に
は
他
の
剛
災
か
指
導
的
で
あ
り
、
凡
て
の
も
の
Ｌ
共
鳴
が
初
め
て
、
そ
の
眞
の

内
容
を
形
成
す
る
。
佛
龍
命
時
代
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
近
代
の
飴
ま
り
で
あ
り
‐
ラ
ン
ヶ
に
は
此
の
時
代
に
は

成
秘
從
來
の
も
の
Ｌ
若
返
り
が
行
は
れ
た
け
れ
ど
も
、
而
も
大
動
飢
の
紬
果
は
從
來
の
秩
序
の
『
押
建
』
で
あ
っ
た
。

十
九
恨
紀
猫
逸
史
學
史
の
一
酌
一
五
三

１

－

』
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ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
ラ
ン
ケ
に
對
し
て
二
つ
の
事
、
即
ち
倫
迦
的
迂
欲
の
縦
乏
、
凹
民
の
偉
大
な
る
生
活
問
題
よ
り
の
逃

避
、
禰
廷
的
卑
屈
及
び
史
料
批
判
、
覗
従
調
在
に
の
み
韮
く
研
究
を
許
す
躯
が
川
来
な
か
っ
た
。
節
一
の
非
難
は
庇
は

ラ
ン
ヶ
の
天
才
の
本
簡
を
誤
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
第
二
の
非
難
は
深
き
方
法
論
の
和
逮
で
あ
る
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は

う
蚤
①
①
め
①
両
ｇ
三
号
需
乏
①
切
目
」
を
示
さ
ん
と
す
る
ラ
ン
ヶ
の
や
り
方
、
容
槻
性
へ
の
努
力
を
懐
疑
的
に
見
る
。
此

の
懐
疑
は
亦
彼
の
魍
き
倫
理
的
意
欲
に
相
關
聯
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
偉
大
な
意
志
の
弧
さ
の

み
を
道
義
的
慨
値
と
し
て
奪
軍
し
、
把
握
を
形
成
す
る
も
の
は
意
志
で
あ
る
と
老
へ
る
。
歴
史
家
の
思
想
に
於
け
る
主

襯
的
ア
プ
リ
オ
リ
ー
を
か
く
弧
調
す
る
事
に
よ
っ
て
（
勿
論
主
槻
的
氣
惟
さ
に
陥
ら
せ
ず
に
）
彼
は
ラ
ン
ケ
以
上
に
近

恩
は
れ
た

十
九
世
紀
猫
逸
史
學
史
の
一
剛
一
五
四

此
の
時
代
に
阿
家
と
阿
民
と
の
關
係
が
愛
進
し
、
岡
民
と
岡
家
と
が
符
接
な
結
合
を
な
し
た
と
い
ふ
事
は
二
人
共
認
め

る
が
、
剛
比
と
剛
家
と
の
自
然
的
關
係
に
開
す
る
二
人
の
州
異
っ
た
見
解
は
彼
等
の
特
礎
を
よ
く
示
し
て
居
る
。
剛
雌

糀
祁
が
阿
家
悲
法
の
糀
祁
を
規
定
し
、
岡
民
の
本
礎
佃
有
の
結
祁
か
ら
剛
家
形
式
は
罐
生
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
に

つ
い
て
は
二
人
の
史
家
の
説
は
一
致
し
て
ゐ
る
が
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
、
剛
民
と
剛
家
と
は
一
致
す
べ
き
で
あ

り
、
ラ
ン
ヶ
に
と
っ
て
は
一
剛
此
の
土
地
に
様
だ
の
岡
家
形
成
が
な
さ
れ
得
る
。
岡
比
の
概
念
か
非
合
抑
的
モ
メ
ン
ト

を
、
岡
家
の
概
念
が
合
抑
的
モ
メ
ン
ト
を
持
つ
と
す
れ
ば
上
述
の
二
人
の
見
解
の
祁
異
の
中
に
は
、
ラ
ン
ケ
の
史
槻
に

於
て
は
非
合
理
的
な
る
も
の
が
合
理
的
な
る
も
の
に
勝
ち
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
非
合
理
的
な
る
も
の
ｉ
合
瑚
化
の
可
能
性

を
さ
へ
老
へ
る
。
即
ち
彼
に
は
國
民
閏
家
の
原
理
は
孵
呼
（
胃
二
ｇ
二
ｇ
）
し
言
ひ
現
は
す
事
の
川
來
ろ
も
の
上
様
に

８

両
心
証
十
人
Ｔ
し
一
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○
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此
の
二
人
の
史
家
は
彼
等
の
生
成
、
迦
念
、
意
欲
に
多
く
の
共
通
鮎
を
持
つ
に
も
拘
は
ら
す
而
も
決
し
て
内
面
的
に
互

に
訓
和
せ
る
關
係
に
立
っ
て
居
な
い
の
か
。
そ
れ
は
究
極
に
於
て
は
彼
等
の
相
異
な
る
學
問
的
傾
向
に
よ
る
の
で
も
な

け
れ
ば
，
亦
彼
等
の
政
治
的
見
解
の
相
述
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
彼
等
を
分
つ
も
の
は
更
に
深
き
或
物
で
あ
る
。
即
ち

そ
れ
は
前
者
が
自
己
の
特
質
に
和
反
す
る
も
の
と
し
て
感
じ
、
そ
し
て
之
よ
り
速
ざ
か
ら
ん
と
し
、
後
背
に
は
之
に
反

し
て
、
彼
の
凡
て
の
哨
好
に
介
ひ
、
凡
て
の
行
動
を
沢
定
せ
る
一
つ
の
力
弧
き
「
形
成
的
締
抑
要
素
」
⑦
①
い
且
訂
艮
①
い

り
』
〈
叩
》

艀
①
冒
邑
⑦
日
冗
員
．
で
あ
る
」
と
な
し
て
二
人
の
史
家
の
根
本
的
對
立
を
「
術
熱
性
」
の
中
に
求
め
て
鵬
ろ
。

即
ち
、
そ
れ
は
根
本
的
に
和
迷
す
る
氣
慨
、
和
反
す
る
佃
性
の
結
果
で
あ
り
、
此
庭
に
は
く
冒
肖
号
角
雪
く
旨
８
戸
〕
‐

冒
昌
盲
胃
勇
の
對
立
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
行
鯛
に
於
て
初
め
て
自
ら
完
成
す
と
信
じ
得
，
そ
の
故
に
そ
れ
が
働
く
祗

會
の
巾
に
自
己
の
全
人
格
、
締
祁
堆
活
、
阿
民
的
感
怖
、
倫
理
的
意
欲
を
も
導
き
入
れ
る
人
析
。
行
爲
の
仙
界
に
非
ず

し
て
認
識
の
仙
界
に
適
し
て
居
る
と
自
ら
感
じ
、
而
し
て
自
ら
の
佃
性
に
於
て
、
壮
會
の
株
盈
の
力
に
燗
れ
ら
れ
、
推

は
れ
て
居
る
と
は
感
ず
る
が
而
も
之
等
の
力
を
秤
り
，
秩
序
づ
け
や
う
と
は
し
な
い
人
格
。
此
の
根
本
的
な
對
立
の
中

に
彼
等
の
歴
史
観
の
相
述
は
韮
側
し
て
居
る
。
ラ
ン
ケ
が
仙
人
的
に
控
へ
目
で
あ
る
場
合
に
、
彼
に
は
倫
理
的
諸
力
へ

の
關
係
は
仙
人
的
生
活
の
事
項
に
止
ま
り
、
祗
會
の
諸
對
立
の
中
に
認
識
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
凡
て
の
時
代
は
等
し

く
洲
に
近
く
立
ち
得
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
何
物
に
も
姉
は
れ
ず
に
雁
史
生
折
の
諸
力
の
中
に
は
善
と
悪
と
が
互
に
紫

十
九
世
紀
猫
逸
史
畢
史
の
一
伽
一
五
五

９１

代
的
の
ヒ
ス
ト
リ
ッ
ク
に
近
づ
い
て
ゐ
る
。

デ
イ
ー
タ
ー
は
前
掲
論
文
に
於
て
ラ
ン
ケ
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
を
比
較
し
氷
っ
て
更
に
述
べ
て
曰
く
、
「
然
ら
ば
何
故
に

閂
Ｉ
Ｉ
Ｌ
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十
九
仙
紀
樹
逸
史
畢
史
の
一
剛
一
五
六

ぎ
合
は
せ
ら
れ
並
存
し
て
居
る
と
見
る
事
が
川
来
る
ｃ
仙
人
的
意
欲
は
耽
稗
に
於
け
る
行
動
と
雛
さ
る
べ
き
で
な
い
と

句
再

考
へ
る
ド
画
イ
ゼ
ン
は
、
肺
御
を
愉
迎
化
し
朧
史
の
諦
昨
代
を
命
名
し
「
評
価
」
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
依
る
と
史
家
は
休
大
な
歴
史
的
形
象
、
側
向
の
紬
果
如
何
逮
間
ふ
よ
り
も
、
共
等
が
一
般
に
胃
昇
‐

胃
言
旨
冒
号
汽
国
旨
一
青
酉
巨
碩
を
意
味
す
る
や
否
や
を
Ⅲ
ふ
べ
き
で
あ
る
。
没
落
へ
の
通
も
宵
て
は
か
上
る
進
歩
を

意
味
し
得
た
と
さ
へ
彼
は
大
鵬
に
主
張
す
る
。
破
壊
し
て
は
建
設
し
、
建
設
し
て
は
破
壊
す
る
歴
史
の
休
む
邪
な
き

デ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
が
彼
の
心
を
惹
く
。
即
ち
破
壊
、
否
定
の
力
も
亦
一
つ
の
力
で
あ
り
發
展
に
於
け
る
進
歩
を
意
味
し
、

佃
布
の
力
の
發
展
に
於
け
る
凋
落
す
ら
も
一
つ
の
、
』
“
鼻
で
あ
り
而
も
妓
尚
の
、
』
“
具
で
あ
る
。
之
一
つ
の
力
弧
を
雁
史

的
パ
ト
ス
で
あ
り
、
（
彼
の
へ
し
’
一
ス
ム
思
想
を
理
解
す
る
に
注
目
す
べ
き
難
）
彼
の
歴
史
的
パ
ト
ス
は
亦
彼
の
政
治

ｊ哩

的
パ
ト
ス
で
あ
る
。
此
虚
に
亦
我
糞
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
プ
ロ
シ
ャ
的
叫
民
的
蒋
作
を
理
解
す
る
錐
を
見
る
。

ラ
ン
ケ
の
深
き
内
面
に
は
庇
く
静
か
に
絶
へ
す
弧
き
緒
川
が
彼
の
存
在
の
大
き
な
目
標
即
ち
純
粋
認
識
の
目
標
に
向

っ
て
流
れ
る
。
か
の
外
面
的
な
漣
は
彼
の
祁
聖
な
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
内
面
的
な
枕
を
決
し
て
乱
す
事
は
な
い
。
そ
し
て
一

度
外
部
で
嵐
の
様
に
風
が
吹
き
ま
は
る
時
に
は
彼
は
安
全
な
る
谷
間
に
自
己
の
ペ
ッ
ト
を
求
め
る
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
之

と
全
く
異
な
り
、
彼
に
は
風
が
、
激
動
が
内
面
的
な
要
求
で
あ
る
。
激
動
の
波
が
彼
の
本
質
の
深
き
所
を
吹
き
荒
ら

し
、
彼
の
締
祁
は
妨
げ
を
な
す
物
に
反
抗
し
て
泡
立
つ
。
彼
に
は
ラ
ン
ヶ
の
氣
厩
の
持
つ
如
き
古
典
的
な
純
粋
な
靜
け

さ
が
縦
け
て
ゐ
る
。
こ
の
根
本
的
に
和
達
す
る
感
挺
が
亦
二
人
の
史
家
の
歴
史
描
弼
に
も
影
響
し
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
を
し

て
「
自
神
的
思
想
家
、
詩
人
」
の
民
族
よ
・
り
も
政
治
的
に
意
欲
し
行
爲
す
る
時
代
の
子
た
ら
し
め
、
古
き
高
雅
な
思
想

I
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つ
た
。
か
上
る
嫉
兇
の
内
的
糀
熱
性
が
亦
ド
ロ
イ
ゼ
ン
を
し
て
歴
史
の
中
に
於
け
る
「
前
進
的
に
推
進
す
る
通
勤
の

力
」
に
愛
好
を
向
け
、
休
止
し
、
妨
害
す
る
力
を
排
雌
せ
し
め
た
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
が
途
に
雁
史
事
象
の
迎
か
さ
の
中
か

ら
彼
に
と
っ
て
究
極
の
雌
高
の
發
展
段
階
を
つ
く
る
如
き
現
象
（
即
ち
現
代
の
川
來
事
、
枇
界
史
の
過
程
の
波
も
近
き

生
産
）
を
選
ぶ
に
至
っ
た
の
は
全
く
彼
の
一
蹴
し
た
内
的
發
展
に
和
應
歩
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
亦
杵
柵
問
題
に
對

す
ゐ
彼
等
の
見
解
を
和
逹
せ
し
め
、
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
が
一
八
四
八
年
に
叫
ん
だ
有
名
な
二
つ
の
選
採
即
ち
プ
ロ
シ
ヤ
は
今

獅
逸
に
昌
狩
ｇ
①
冒
す
べ
き
で
あ
る
、
さ
も
な
け
れ
ば
群
こ
そ
珊
逸
の
核
心
た
る
べ
し
と
の
二
つ
の
見
解
は
夫
共
ド
ロ

イ
ゼ
ン
、
ラ
ン
ケ
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
は
過
去
を
、
彼
の
心
術
、
存
在
を
減
た
す
現
代
の
衝
動
的
推
進

的
力
の
脱
鋤
よ
り
見
る
結
果
こ
の
現
在
勢
力
の
歴
史
的
起
脈
は
不
知
不
識
に
歪
曲
せ
ら
れ
、
か
上
る
朧
史
像
よ
り
引
き

川
さ
れ
た
政
治
的
要
求
は
机
對
立
す
る
勢
力
の
朧
史
的
椛
利
を
容
易
に
忘
れ
る
事
が
川
来
る
が
、
他
方
は
此
の
朧
史
的

椛
利
を
弧
調
し
政
治
的
蜻
熱
に
蛙
ら
さ
れ
な
い
眼
は
互
に
手
ふ
時
代
勢
力
の
力
を
正
し
く
評
慨
し
独
言
的
な
未
来
像
に

紺
ぴ
つ
け
る
事
が
川
来
た
。
庇
に
附
熱
性
の
存
在
の
如
何
こ
そ
十
九
仙
紀
柵
迎
史
學
史
に
於
け
る
彼
等
の
地
位
を
決
定

し
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
し
乍
ら
ラ
ン
ケ
の
政
治
的
怖
熱
性
を
否
定
し
、
彼
を
凋
逸
十
八
仙
紀
の
純
粋
な
「
脚
祁
的
」
目
８
邑
○
ｇ
の
『
思
想
家

詩
人
の
主
知
的
粘
測
生
活
に
根
ざ
す
も
の
と
な
し
、
之
に
對
し
て
主
意
的
な
絶
對
的
政
治
的
意
欲
及
び
民
衆
、
行
爲
人

十
九
佃
紀
拙
迦
史
學
史
の
一
帥
一
五
七

家
詩
人
の
高
所
に
と
っ
て
は
と
の
新
し
き
、
民
衆
の
鈍
き
本
能
を
刺
激
す
る
如
き
、
認
識
の
靜
け
さ
を
擬
き
剛
す
如
き

力
は
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ケ
の
本
質
の
敵
た
る
附
熱
こ
そ
正
に
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
粘
祁
を
形
成
す
る
要
素
で
あ

’
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l

掘
冨
⑦
旨
①
鼻
⑦
〕
三
①
与
胃
照
『
冨
日
冒
昌
Ｚ
員
○
二
鳥
目
員
に
よ
り
‐
か
の
獅
逸
發
股
の
目
標
と
し
て
ホ
ー
ヘ
ン
ッ
オ

レ
ル
ン
の
岡
民
的
王
朝
は
認
め
る
が
普
図
家
の
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
は
全
て
之
を
排
斥
し
、
普
國
家
の
解
消
を
以
て
ホ
ー
ヘ
ン

ッ
オ
レ
ル
ン
ヘ
の
帝
冠
捧
呈
の
條
件
と
な
さ
ん
と
す
る
思
潮
の
意
義
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
マ
ィ
ネ
ッ
ヶ
も
指
捕
せ

る
如
く
杵
の
凋
迎
使
命
の
爲
の
妓
も
醤
く
妓
も
怖
熱
的
な
闘
士
で
あ
り
、
杵
政
策
史
の
古
典
的
描
篤
家
た
る
ド
ロ
イ
ゼ

ン
も
亦
一
八
四
八
年
に
普
に
シ
ニ
ぽ
の
胃
二
言
胃
巨
諒
の
三
宮
．
（
一
の
要
求
を
な
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

五
男
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
的
な
歴
史
椎
辻
を
知
る
。
彼
の
多
才
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
訓
練
せ
ら
れ
た
デ
ィ
ァ
レ
ク
チ

ッ
ク
は
、
好
ん
で
事
物
を
角
に
立
て
、
發
展
の
園
う
ぐ
＆
角
’
○
号
園
を
間
一
髪
に
算
へ
る
。
然
し
乍
ら
之
を
駆
り
立
て
、

事
物
の
進
行
を
息
も
つ
か
せ
ぬ
緊
張
さ
を
以
て
迫
ひ
行
く
も
の
は
心
情
と
情
熱
と
で
あ
る
。
杵
が
凋
逸
に
シ
ニ
厨
①
言
口

す
る
事
は
彼
に
と
っ
て
は
一
つ
の
静
里
①
日
Ｃ
冒
昌
で
あ
り
、
同
時
に
論
理
的
な
る
過
程
で
あ
る
。
普
は
何
等
の
憲
法

緒
川
様
式
の
、
時
代
を
超
越
し
た
對
立
で
あ
り
、
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
入
」
が
い
つ
の
仙
に
も
あ
る
様
に
，
ラ
ン
ヶ
的
人

旬
』
句
０

格
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
り
得
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
少

十
九
世
紀
濁
逸
史
學
史
の
一
助
一
五
八

の
怖
熱
的
価
動
の
十
九
肌
紀
を
對
立
せ
し
め
る
、
（
ロ
①
讐
臼
》
”
昌
雨
巳
切
宅
○
言
序
『
》
己
邑
）
事
は
マ
ィ
ネ
ッ
ヶ
の

指
摘
す
る
如
く
（
胃
『
罵
日
〔
の
旨
侭
詞
画
具
の
い
）
誇
張
に
過
ぎ
る
。
政
治
的
無
怖
熱
性
、
純
粋
の
「
自
律
的
」
認
識
慾

は
凋
逃
十
八
仙
紀
か
ら
の
み
説
明
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
く
旨
８
冒
冨
日
亘
昌
冒
》
く
冒
胃
牙
Ｐ
の
對
立
は
人
間
の

（
壹
一
）

Ｉ
Ｉ
Ｉ
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1

我
盈
は
か
月
る
屏
胃
侭
⑦
の
修
正
、
．
改
作
の
覗
疵
の
中
に
史
家
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
心
刈
の
興
味
あ
る
反
映
を
見
る
の

で
あ
る
。
之
即
ち
後
に
ピ
ス
マ
ル
ク
の
勝
利
と
共
に
政
治
史
家
が
ピ
ス
マ
ル
ク
の
力
扱
き
影
禅
の
下
に
彼
等
の
政
治
的

信
念
は
も
と
よ
り
過
去
の
描
晦
の
姿
ま
で
も
修
正
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
ド
画
イ
ゼ
ン
は
一

八
四
九
年
秋
以
後
に
罵
言
侭
の
公
表
に
際
し
革
命
運
動
初
期
に
於
け
る
自
己
の
政
治
の
理
想
主
義
的
性
庇
を
抹
殺
し
、

そ
の
代
は
り
に
号
切
員
月
耳
）
ｏ
言
皇
〕
の
》
叉
は
蒋
塊
の
對
立
と
言
ふ
事
を
吸
訓
せ
ざ
る
淀
得
な
か
っ
た
。
か
く
て
彼
は

十
九
世
紀
猫
逸
史
學
史
の
一
餉
一
五
九

を
も
必
要
と
せ
ず
。
唯
、
犀
９
言
圃
菖
切
昏
〕
号
或
は
せ
い
ぜ
い
く
角
⑦
言
唱
⑥
『
胸
艮
庁
侭
を
有
す
れ
ば
足
る
。
か
く
す

る
事
に
よ
っ
て
普
は
凋
逸
に
親
し
く
な
り
、
あ
た
か
も
蟻
が
他
の
露
の
中
に
入
っ
て
行
く
様
に
凋
逸
の
憲
法
の
中
に
入

っ
て
行
く
事
が
川
來
ろ
で
あ
ら
う
。
若
し
も
之
が
失
敗
せ
る
時
は
投
割
は
逆
に
な
る
。
即
ち
普
よ
り
も
他
の
凋
逸
が
犠

９
誼
の
』く

性
を
供
し
、
許
の
悲
法
が
獅
逸
人
の
核
心
を
な
す
に
至
る
だ
ら
う
。

右
の
如
き
マ
ィ
ネ
ッ
ヶ
の
巧
み
な
形
容
の
言
莱
は
、
政
治
史
派
の
典
型
的
な
代
表
と
し
て
の
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
態
度
を

雌
も
よ
く
表
現
し
て
居
り
‐
次
に
私
が
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
換
言
す
れ
ば
政
治
史
派
の
革
命
時
代
を
榔
期
と
し
て
の
内
而
的
思

想
的
推
移
を
語
ら
ん
と
す
る
考
察
の
端
緒
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

一
八
四
八
年
四
月
弓
の
『
盲
路
の
冒
朋
に
於
け
る
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
政
治
的
活
動
は
彼
が
後
に
公
表
せ
る
罵
言
侭
①こひ⑥毎 Ｊ

箇
昌
己
２
２
２
号
二
房
３
９
の
命
吻
昌
旦
］
厨
ゞ
屍
ぉ
．
に
詳
細
に
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
之
は
史
料
批
判
的
研
究
の
結
果Ｆも

一
八
四
八
年
四
月
に
彼
が
記
し
た
記
録
，
動
議
を
後
に
改
作
、
修
正
し
て
公
表
せ
る
も
の
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
せ
ら

れ
た
0

I

q
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』

な
っ
た
の
で
あ
る
。

舟
一
戸
ロ

マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
十
九
枇
紀
に
於
け
る
杵
珊
關
係
を
述
べ
て
曰
く
、
「
そ
の
中
に
二
弧
剛
を
含
む
聯
邦
剛
家
は
不
可
能

で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
中
に
一
弧
倒
を
含
む
聯
邦
剛
家
は
可
能
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
他
の
聯
邦
樅
成
叫
と
非
耕
的
柵

逸
と
が
此
の
妓
弧
閏
に
岻
倒
せ
ら
る
生
輔
な
し
に
可
能
で
あ
る
か
。
か
Ｌ
ろ
不
安
な
る
川
を
非
杵
的
棚
迎
か
杵
に
向
っ

て
發
す
る
時
に
杵
は
次
の
間
を
以
て
之
に
答
へ
る
。
然
ら
ば
人
は
杵
に
對
し
て
公
正
で
あ
ら
ん
と
す
る
か
。
許
が
自
己

の
歴
史
的
佃
性
と
剛
家
仙
性
と
を
保
存
せ
ん
と
す
る
主
張
を
人
は
奪
並
す
る
や
否
や
。
此
の
間
と
反
川
と
の
川
を
十
九

泄
紀
普
柵
統
一
運
動
が
動
い
て
行
っ
た
。
」
と
。

既
に
］
〕
ぬ
巳
胃
胃
『
は
そ
の
国
苛
穿
①
ａ
言
堅
固
一
・
①
胃
ロ
２
雷
９
２
》
易
望
・
に
於
て
普
棚
統
一
問
題
の
デ
鍬
レ
ン
マ
を

鋭
く
指
摘
し
て
ゐ
る
。
即
ち
彼
は
許
拙
融
合
の
保
諦
た
る
べ
き
普
の
立
憲
化
に
作
ふ
群
の
凋
逸
に
對
す
る
完
結
（
閉

鎖
）
の
デ
鍬
レ
ン
マ
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
フ
ー
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
確
に
呼
び
か
け
、
見
捨
ら
れ
し
粁
故
剛
を

持
た
ざ
る
背
を
そ
の
黄
余
の
翼
も
て
被
は
ん
事
を
求
む
る
が
、
彼
が
腕
を
韮
し
抑
ぱ
す
の
は
簸
独
剛
家
（
許
）
に
非
ず

し
て
此
の
図
の
支
配
新
で
あ
る
。
彼
も
亦
ゲ
ー
テ
の
様
に
プ
ロ
シ
ャ
的
で
あ
る
よ
り
は
寧
ろ
フ
リ
ヅ
ッ
的
で
あ
り
、
ホ

ー
ヘ
ン
ッ
オ
レ
ル
ン
の
國
足
的
王
朝
の
爲
に
戦
ふ
け
れ
ど
も
許
剛
家
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
爲
に
は
戦
は
な
い
。
か
上
る
思

想
の
根
源
地
は
フ
ィ
ッ
ア
ー
。
ガ
ー
ゲ
ル
ン
。
リ
ュ
ー
メ
リ
ン
等
を
生
め
る
西
南
稠
逸
の
特
殊
の
政
治
的
欣
態
の
中
に
求

む
く
く
、
即
ち
偉
大
な
歴
史
的
現
象
と
そ
れ
を
生
め
る
國
土
と
を
、
ホ
ー
ヘ
ン
ッ
オ
レ
ル
ン
王
朝
と
そ
の
母
地
と
を
、

十
九
肚
紀
獅
逸
史
畢
史
の
一
伽
一
六
○

革
命
迩
刺
の
経
過
の
巾
に
於
て
初
め
て
逹
し
得
た
維
雛
を
既
に
四
月
の
躯
件
の
批
判
の
中
に
迄
混
入
せ
し
め
る
結
果
に

ｌ
Ｅ
－
■
■
Ｐ
‐
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ｅ

即
ち
分
っ
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
を
分
離
し
普
を
不
自
然
な
岡
家
と
し
て
解
消
せ
ん
と
老
へ
る
。

フ
ヱ
リ
ッ
ク
ス
。
ギ
ル
ペ
ル
ト
は
そ
の
若
「
ド
ロ
イ
ゼ
ン
と
普
凋
問
題
」
の
中
に
述
べ
て
曰
く
、

ろ
關
係
よ
り
彼
の
図
此
國
家
思
想
が
猫
如
何
に
超
閏
家
的
思
想
過
程
に
捕
は
れ
て
ゐ
る
か
噌
判
る
。
背
逓
的
人
類
發
展

の
目
標
と
し
て
初
め
て
凋
逸
剛
家
は
疋
常
さ
を
得
て
来
る
。
（
中
略
）
然
し
此
の
蒋
逓
的
思
想
過
程
の
中
に
フ
ィ
ッ
ア

Ｊ
か
ら
得
た
地
方
識
會
に
開
す
る
見
解
、
及
び
四
八
年
革
命
の
時
迄
彼
の
政
治
思
想
を
規
定
す
る
プ
ロ
シ
ヤ
解
消
の
思

想
の
川
發
鮎
は
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
も
プ
厄
シ
ャ
理
念
が
彼
の
政
治
思
想
の
中
心
を
占
め
、
之
は

當
時
の
醤
の
現
象
と
は
一
致
せ
ざ
る
も
の
で
あ
り
此
の
理
念
の
庇
現
は
彼
に
は
逝
義
的
義
務
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
就
中

朧
肥
的
必
然
性
を
意
味
し
た
。
然
し
正
に
か
上
る
歴
史
槻
に
よ
り
彼
は
杵
と
柵
逃
と
の
棚
係
の
中
に
生
き
た
る
岡
家
佃

性
の
闘
争
を
見
ず
し
て
、
総
帥
的
理
念
の
聞
手
を
見
る
。
杵
を
本
來
の
棚
逃
に
解
消
す
る
事
は
此
の
意
味
に
於
て
沢
し

２８

て
犠
牲
に
非
ず
し
て
杵
理
念
の
淀
現
で
あ
る
。
」

我
糞
が
一
八
四
○
年
代
に
於
け
る
ド
ぼ
イ
ゼ
ン
の
政
治
思
想
を
見
る
場
合
に
は
次
の
亦
を
職
籾
ぱ
な
ら
ぬ
。
即
ち
ド

ロ
イ
ゼ
ン
の
歴
史
伽
的
思
想
仙
界
の
完
結
の
中
に
、
此
の
柵
系
の
結
果
を
政
治
生
析
に
通
川
す
る
と
い
ふ
必
然
惟
が
存

し
た
。
故
に
政
治
州
越
の
出
現
は
彼
の
從
來
の
忠
想
の
延
握
建
設
を
窓
味
す
る
。
從
っ
て
四
○
年
代
の
政
治
事
件
も
彼

に
と
っ
て
は
屡
燕
彼
が
自
己
の
冊
系
を
通
川
す
る
材
料
に
す
ぎ
ず
。
彼
の
響
簡
、
論
文
、
向
山
戦
役
史
等
の
色
盈
の
政

治
的
槻
察
は
一
つ
の
統
一
的
な
る
政
治
的
思
想
仙
界
の
一
環
、
一
つ
の
雁
史
的
政
治
的
冊
系
の
部
分
の
様
に
老
へ
ら
れ

る
。
か
く
事
奮
を
一
つ
の
膿
系
に
從
脇
せ
し
む
る
報
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
が
彼
の
時
代
の
政
治
思
想
と
将
接
な
關
係
に
あ
る

十
九
世
紀
猫
迦
史
騏
史
の
一
伽
一
六
一

Ｊ
■
■
画
Ｉ
且
■
可
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

「
然
し
正
に
か
上
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な
も
の
へ
進
む
時
代
の
思
想
が
示
さ
れ
、
倫
理
的
生
命
の
場
所
と
し
て
初
め
て
政
治
的
肺
會
は
正
し
と
せ
ら
れ
共
等
の

十
九
仙
紀
猫
逸
史
學
史
の
一
駒
一
六
二

事
を
物
語
る
。
か
上
る
伽
向
は
ダ
ー
ル
マ
ン
、
ド
ゥ
ン
カ
ー
そ
の
他
横
時
一
般
の
風
湘
で
あ
り
「
ロ
⑦
鼻
①
口
冒
等
、
‐

訂
ｇ
」
が
黛
砿
せ
ら
れ
た
。
糀
祁
史
的
に
見
る
と
こ
の
鮎
に
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
が
理
想
、
韮
義
的
僻
系
諏
學
者
と
の
接
燗
示
さ

Ｆ

§ ｊ
○

唾
⑥
】

れ
、
且
又
か
上
る
槻
察
の
仕
方
に
は
人
生
よ
り
も
迦
性
、
思
帷
を
尊
重
す
る
時
代
の
風
潮
が
我
は
れ
る
。

マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
向
山
戦
役
史
に
附
し
て
述
べ
て
居
る
株
に
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
キ
リ
ス
ト
激
に
目
的
論

的
に
築
巾
せ
し
む
る
事
に
よ
っ
て
古
代
史
を
樅
成
し
た
が
此
虎
で
も
亦
近
代
閏
家
の
發
展
を
目
的
論
的
に
櫛
成
し
て
鵬

３く ３ Ｊ

る
。
經
嶮
的
に
な
れ
る
彼
は
猫
も
ヘ
ー
ゲ
ル
を
忘
れ
去
る
事
が
川
來
な
か
っ
た
。

ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
一
八
四
五
年
發
表
し
た
「
智
の
政
治
的
位
世
」
と
題
す
る
論
文
の
巾
で
忍
叩
剛
家
牒
注
目
す
べ
き
政

治
形
態
は
な
い
Ｏ
そ
の
中
に
は
和
戦
ふ
こ
性
礎
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
あ
ま
り
微
細
な
腿
別
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
が
人
は

聾
臼
呉
と
冨
月
言
と
の
概
念
を
對
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
許
は
鱒
Ｐ
員
か
冨
胃
宮
か
、
鳥
貝
切
号
か
⑦
二
『
Ｃ
富
‐■

●

胃
｝
］
か
凹
画
員
切
言
侭
①
『
言
日
か
島
冒
ぃ
房
呂
か
の
何
れ
か
た
ら
ん
と
す
る
川
を
動
縮
し
た
。
」
云
奄
と
述
べ
て
ゐ

りく ３

る
力
こ
・
上
に
は
号
昌
吻
呂
》
①
貝
○
忌
胃
一
〕
が
對
立
せ
し
め
ら
れ
号
昌
豊
〕
は
鱒
戸
呉
》
野
営
房
巨
侭
の
Ｒ
日
日
と
同
一
覗

き
１
ｂ

２３ 』く

せ
●
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
が
の
国
胃
と
員
肖
胃
と
ぞ
對
立
せ
し
め
て
居
る
の
は
此
の
他
色
だ
の
場
所
に
見
ら
れ
る
。
風
家

が
自
己
主
張
を
目
的
と
す
る
限
り
に
於
て
冨
騨
ｏ
胃
と
呼
ば
れ
國
家
の
形
態
潅
遁
義
的
内
容
を
以
て
流
し
得
る
時
に

陣
騨
農
と
呼
ば
れ
る
。
か
く
聾
禅
呉
．
旨
肖
烹
を
砿
別
す
る
事
は
彼
の
思
想
全
柵
を
一
貫
し
た
概
念
で
あ
り
、
彼
の
國

家
理
想
の
超
剛
家
的
モ
鵬
－
フ
が
窺
は
れ
る
。
か
く
二
つ
を
對
立
せ
し
め
る
事
に
は
就
中
締
祁
的
な
も
の
か
ら
政
治
的

､

q
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自
然
的
陳
件
は
無
脱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ｊ蝿Ｆ、

マ
イ
ネ
ッ
ヶ
も
指
摘
し
て
ゐ
る
様
に
、
「
か
く
分
つ
く
か
ら
ざ
る
も
の
を
分
た
ん
と
し
た
戦
に
彼
の
剛
家
理
想
の
超

國
家
的
モ
ヲ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
が
、
然
し
同
時
に
亦
彼
は
復
古
時
代
に
於
け
る
幟
洲
的
、
普
通
的
利
害
に
よ
る
プ
ロ
シ

ャ
の
剛
家
佃
性
の
束
紳
を
槻
察
し
て
ゐ
る
事
を
示
す
。
我
堂
は
彼
の
旭
惣
の
中
に
フ
ィ
ヒ
｜
ア
の
其
の
如
く
二
つ
の
問
題

の
内
的
接
燗
を
明
ら
か
に
認
め
る
事
が
川
来
る
。
ド
・
ロ
イ
ゼ
ン
は
杵
の
昌
切
２
旦
曽
ぃ
ｇ
‐
巨
昌
ぐ
閂
ぃ
畠
の
罵
協
①
冒
侭
を

非
難
し
、
旨
醜
号
呉
豊
〕
‐
目
昌
ｇ
且
⑦
弓
①
膿
①
冒
頃
を
要
求
す
る
。
号
晨
切
、
｝
〕
‐
三
島
○
］
〕
畠
①
司
印
胡
⑦
冒
嘱
は
彼
に
と
っ
て
は

局
①
い
め
の
冒
掲
に
非
ず
し
て
蕊
ろ
杵
の
閥
家
佃
性
の
並
も
内
的
な
閉
８
①
二
ｍ
Ｐ
具
○
二
○
昌
①
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
杵

は
鱒
騨
鼻
た
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
即
ち
生
き
ノ
＼
と
し
た
窯
昌
罫
巨
晶
⑦
昌
一
〕
〕
に
發
展
せ
ん
が
爲
に
は
珊
逸
と
全
く
一

致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
写
一
号
二
号
匡
胃
胃
二
男
こ
〕
］
ｇ
呂
狩
ｇ
⑦
一
皀
冒
農
①
〆
室
扁
一
弓
⑦
犀
ｇ
鵠
ｇ
自
己
言
号
ご

号
口
胃
言
一
〕
ｚ
騨
冒
９
戸
言
①
『
鴨
言
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
」

三
月
覗
件
の
雌
も
大
き
な
結
果
は
杵
澗
の
從
來
の
障
壁
が
著
し
く
縮
め
ら
れ
杵
の
自
我
意
識
か
減
じ
た
恥
で
あ
っ

た
。
然
し
杵
か
立
憲
主
義
に
移
る
事
に
よ
り
杵
柵
の
卿
乢
的
剛
介
の
大
き
な
障
砕
は
減
じ
た
が
同
時
に
叉
新
た
な
更
に

複
雑
な
障
砕
が
生
れ
た
。
普
は
柵
と
内
的
に
協
和
し
之
を
指
導
す
る
た
め
に
は
立
悲
的
に
な
ら
ぬ
ぱ
な
ら
ぬ
。
然
し
同

時
に
杵
の
立
志
的
特
妖
生
椚
に
よ
り
他
の
柵
逃
に
對
し
障
碍
を
立
て
る
躯
に
な
る
。
と
上
に
は
亦
フ
ィ
ッ
ア
ー
の
ジ
レ

ン
マ
が
現
は
れ
た
。
一
八
四
八
年
二
Ⅱ
、
三
月
に
西
南
獅
逃
の
剛
災
通
勤
の
指
導
蕃
逹
も
既
に
此
の
凧
難
を
了
解
し
按

助
を
求
む
る
心
、
希
望
、
弧
要
等
の
混
じ
た
感
術
を
以
て
眼
を
杵
に
向
け
た
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
燭
逸
史
畢
史
の
一
助
一
六
三
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匡
侭
紙
上
の
、
ン
ユ
ト
ッ
ク
マ
ー
ル
の
諭
等
も
同
じ
様
な
結
論
に
逹
し
て
ゐ
る
。
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
及
び
パ
ウ
ル
ス
キ
ル
ヘ
の

多
数
を
一
八
四
八
年
十
一
月
末
迄
支
配
し
た
杵
は
猟
逵
に
從
ふ
く
し
と
い
ふ
此
の
陳
理
は
訓
は
堂
号
‐
具
，
号
切
團
胃
弄

と
も
稲
し
得
ら
る
叉
も
の
で
あ
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
・
ハ
ィ
ム
は
述
べ
て
曰
く
忍
剛
が
共
通
の
凋
逸
利
害
に
蹄
依
す
る
事

は
餅
座
の
犠
牲
の
代
は
り
に
後
の
承
認
を
、
柑
座
の
自
己
忘
却
の
代
は
り
に
將
來
の
椛
力
、
名
響
を
交
換
す
る
蚊
も
碓

避
な
る
逝
で
あ
る
。
此
の
伸
大
な
鮎
依
、
立
大
、
信
職
の
政
策
は
合
目
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
商
き
立
場
よ
り

見
れ
ば
必
須
で
あ
る
株
に
見
へ
る
。
之
を
行
は
ね
ば
、
而
し
て
歴
史
的
通
勤
に
於
て
指
導
的
支
配
的
な
る
此
の
思
想
に

鰯

反
對
す
る
事
は
危
瞼
で
あ
る
に
祁
述
な
い
。
」

剛
民
識
愈
附
會
（
五
月
十
八
日
）
以
後
秋
迄
は
四
月
、
五
川
に
術
ぜ
ら
れ
た
箸
解
消
の
思
想
は
影
を
潜
め
中
央
椛
力

問
題
が
中
心
と
な
っ
た
。
屍
の
亘
〕
切
目
言
い
目
目
ご
任
命
に
淵
す
る
普
と
の
折
衝
に
際
し
差
巨
狩
①
言
ロ
犀
２
鵠
ｇ
い
に
關

内
４
》

く
い

す
る
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
期
待
（
七
月
十
二
日
書
簡
）
は
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
就
任
拒
否
に
よ
り
失
敗
に
蹄
し
、
且
叉
普
に

十
九
柵
紀
獅
逸
史
恥
史
の
一
剛
一
六
四

ド
ロ
イ
ゼ
ン
が
同
年
四
月
二
十
九
日
ア
ル
↓
一
ム
に
宛
て
た
建
白
書
の
末
尾
は
彼
が
普
凋
問
題
に
開
し
從
來
の
見
解
を

』ｌｃ
Ｆ
Ｊ

問
執
せ
る
事
を
示
し
て
居
る
。

初
め
て
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
シ
匡
狩
①
言
二
国
⑦
扇
ぬ
ｇ
の
一
二
口
２
胃
三
自
己
の
思
想
を
詳
細
な
プ
ラ
ン
に
作
り
あ
げ
た
。

●ど
の
周
扁
『
目
匡
ｇ
ゅ
冒
昌
ご
閂
の
悲
法
論
議
が
此
の
ヘ
ー
ゲ
ル
諏
學
心
緒
川
か
ら
生
じ
彼
が
歴
史
政
治
的
罷
系
の
結
果
と

ｂ
寺

し
て
發
展
せ
し
め
た
思
恕
論
述
の
機
愈
を
典
へ
た
の
で
あ
る
。

同
憲
法
業
の
規
定
が
同
様
な
統
帥
か
ら
川
發
し
、
叉
常
時
の
西
南
柵
逃
の
剛
災
的
政
治
家
の
ｓ
の
己
の
貝
い
、
意
国
呉
‐

I

１

１

‐
・
Ｉ
，
‐
‐
’
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
‐
■
１
！
■
１
１
１



ｒ
Ｌ

於
て
は
七
月
後
半
に
蒋
的
、
我
意
識
著
し
く
高
潮
せ
ら
れ
盛
夏
よ
り
秋
に
か
け
て
普
破
壊
‐
分
割
の
思
想
に
反
抗
し
八

月
十
二
日
の
ガ
ー
ゲ
ル
ン
の
伯
林
遊
説
も
効
を
奏
せ
ず
。
か
上
る
状
態
に
對
し
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
受
け
た
る
印
象
は
そ
の

日
記
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
忍
叩
の
國
民
意
識
弧
間
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
は
殆
ん
ど
救
ひ
難
く
殆
ん
ど
絶
望
で

／
、
』
ｊ
の
、
、

ノ

あ
っ
た
。
」
（
八
月
六
日
記
）
同
八
月
十
日
書
簡
に
は
「
（
中
略
）
此
の
三
週
Ⅲ
に
は
信
じ
難
き
程
の
鍵
化
あ
り
Ｓ
①

国
①
①
号
切
屍
の
こ
〕
の
ｍ
は
も
は
や
救
ひ
難
く
黄
は
杵
に
あ
り
、
杵
の
如
き
岡
家
は
破
壊
す
る
か
破
壊
せ
ら
る
上
か
、
喰

ひ
識
す
か
唯
ひ
識
さ
る
上
か
で
あ
る
。
云
堂
」
と
語
ら
れ
て
鵬
る
。

液
画
イ
ゼ
ン
の
政
治
思
想
は
一
つ
の
大
き
な
郷
機
に
直
面
し
た
。
杵
の
猟
立
意
識
の
下
に
彼
に
は
杵
凹
家
に
は
、
そ

れ
自
ら
の
生
存
可
能
性
内
在
す
、
杵
は
自
己
自
ら
に
立
ち
得
る
と
の
老
が
得
ら
れ
た
。
即
ち
杵
旭
想
と
閥
思
想
と
は
最

早
一
致
す
べ
か
ら
ず
将
は
凋
逸
目
的
に
從
は
ず
と
も
ｎ
ら
渡
展
し
得
る
。
か
上
る
解
決
の
二
途
の
中
新
に
感
じ
ら
れ
た

筐
目
三
島
ぐ
①
は
未
だ
彼
の
明
瞭
な
自
蝿
に
迄
逹
し
な
か
っ
た
と
は
い
へ
、
此
庭
に
彼
の
思
想
の
絶
對
的
安
樹
性
が
現

Ｆ
Ｉ
Ｌ

昨
貼
叱９

，
０
Ｊ

斑
に
燗
れ
て
動
揺
し
初
め
た
の
が
見
ら
れ
る
。

●

此
の
杵
的
自
我
意
識
は
政
治
的
塞
鉱
を
Ｗ
ぴ
浦
め
、
国
号
冨
胃
昌
３
９
の
思
想
を
集
中
せ
し
め
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
の
戦
法
那
業
を
促
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
メ
ア
休
戦
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
識
稗
史
に
一
期
を
剣
す
る
も
の
で
あ

る
。
淵
時
十
月
一
日
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
思
想
と
同
じ
様
な
思
想
を
グ
ス
タ
ー
フ
・
リ
ュ
ー
メ
リ
ン
が
浮
言
函
巨
、
３
①

０３く ｊ

旨
①
『
官
『
に
書
き
送
っ
た
。
丁
度
そ
の
唖
杵
に
は
新
に
革
命
の
莱
迩
生
じ
伯
林
議
會
と
蒋
國
王
と
の
手
に
よ
り
普
秘
問

題
は
新
局
面
に
入
り
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
ハ
イ
ム
が
「
吾
人
の
利
益
と
す
る
と
こ
ろ
は
許
剛
王
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
議
會

十
九
祇
紀
獅
逸
史
學
史
の
一
酌
一
六
五

Ⅱ
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の
援
助
な
し
に
は
凋
力
に
て
は
勝
ち
得
ず
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
五
男
な
き
勝
利
は
銃
剣
の
勝
利
と
な
る
だ
ら
う
。
吾
掩

の
支
持
は
國
王
に
道
徳
的
援
助
を
與
へ
る
事
で
あ
り
王
の
行
動
よ
り
反
動
の
香
を
取
り
去
り
國
王
を
感
謝
に
義
務
づ

け
、
（
中
略
）
そ
の
時
は
珊
逸
的
本
賀
と
杵
的
本
礎
と
の
川
に
は
断
ち
難
き
絲
紐
が
結
ば
れ
る
に
至
る
だ
ら
う
。
之
を

ｊ〃

、
０４

人
Ⅲ
的
に
は
感
謝
の
絲
紐
、
政
治
的
に
は
必
要
な
關
係
の
絲
紐
と
呼
ぶ
。
」
と
述
べ
て
居
る
様
な
形
勢
と
な
っ
た
。

りく １

か
く
て
仰
ぴ
か
の
思
想
が
意
義
を
得
姑
め
、
十
一
月
八
日
神
棚
に
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
述
べ
て
曰
く
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

Ｄ

は
冊
も
な
く
普
の
唯
一
の
救
と
な
る
だ
ら
う
と
い
ふ
事
は
私
に
は
全
く
碓
で
あ
る
。
」
然
し
乍
ら
十
一
月
二
十
四
日
沓

勤く ｌ

怖
の
言
葉
は
彼
が
革
命
的
運
動
を
極
め
て
販
祀
し
て
鵬
ろ
が
叉
一
方
此
の
打
弊
は
正
し
い
か
否
か
に
疑
問
が
投
げ
ら
れ

て
居
る
。

か
の
十
一
月
二
十
五
日
の
ガ
ー
ゲ
ル
ン
の
仙
林
遊
説
は
欽
定
悲
法
の
非
自
由
主
義
的
性
質
を
止
め
國
王
に
帝
冠
を
捧

げ
ん
と
す
る
目
的
と
並
ん
で
普
の
立
憲
的
特
殊
化
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
之
を
形
容
す
れ
ば
正
に
棚
が
許
の

く Ｊ１ ３

國
家
佃
性
の
放
棄
を
説
き
し
も
の
普
は
棚
の
く
⑦
『
吻
月
昌
冒
で
あ
っ
た
。

く １４ ４

十
一
月
二
十
七
日
書
簡
に
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
「
（
中
略
）
此
の
美
し
き
仙
林
は
裂
か
れ
た
る
絨
鍛
の
様
で
あ
る
。
賎

民
。
悪
臭
。
破
服
恥
。
娼
婦
。
澱
俄
正
し
き
人
の
顔
に
は
皆
、
憂
愁
。
倦
怠
。
・
・
…
・
而
も
我
等
は
不
合
理
に
抗
し
迩
徳

的
勝
利
を
得
た
。
云
糞
」
と
述
べ
遂
に
十
二
月
五
日
懸
法
欽
定
の
報
を
得
る
や
分
裂
せ
ろ
感
怖
を
日
記
に
記
し
て
曰

く
、
颪
①
房
騨
目
⑦
鱒
言
二
己
自
侭
、
白
匡
⑦
言
①
且
．
Ｅ
己
号
ｇ
①
風
呂
①
冒
爵
醜
⑦
言
弓
⑦
且
．
己
島
一
〕
爵
黒
目
畠
〕
蜀
言
蔚
邑

４く ５ Ｊ

早

目
且
］
冒
匡
２
．
」
（
十
二
月
七
日
記
）

I
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伯
林
遊
説
は
失
敗
に
経
り
、
十
二
月
五
日
の
背
の
欽
定
懸
法
發
布
に
よ
り
疑
も
な
く
伯
林
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
猫

迎
と
杵
と
の
間
の
櫟
は
抜
か
れ
、
ド
画
イ
ゼ
ン
。
シ
ユ
ト
ッ
ク
マ
ー
ル
。
リ
ュ
ー
メ
リ
ン
。
ガ
ー
ゲ
ル
ン
の
老
と
は
全
く

反
對
に
普
が
緊
密
な
國
家
佃
性
に
止
ま
ら
ん
と
し
た
事
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
事
業
の
最
初
の
辛
き
、
恐
ら
く
救
ひ
難

鋤

き
傷
手
を
與
へ
た
。

・
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
の
從
來
の
政
淌
的
見
解
に
よ
る
と
、
杵
の
立
志
化
は
柵
逸
統
一
を
不
可
能
に
し
普
の
將
來
可
能
性
の
維

局
を
意
味
し
た
。
然
し
彼
は
杵
が
革
命
通
勤
の
際
に
示
せ
る
生
命
力
は
彼
の
杵
岡
家
本
礎
論
に
矛
肝
せ
る
事
を
認
め
ざ

る
を
得
ざ
る
に
至
り
、
七
月
の
背
の
自
我
意
識
の
妓
初
の
發
現
に
際
し
て
示
さ
れ
た
鍵
化
が
今
や
杵
の
立
悲
化
と
共
に

明
白
に
現
は
れ
來
つ
た
。

十
二
月
二
日
の
辨
簡
は
彼
の
革
命
以
前
の
老
へ
方
に
對
す
る
、
己
批
判
で
あ
る
。
「
（
中
略
）
一
つ
の
原
理
を
ご
角
‐

貢
①
国
〕
す
る
事
は
之
を
照
扁
己
冒
騨
呂
⑦
冒
す
る
事
に
比
し
如
何
に
容
易
な
る
事
か
、
政
治
即
ち
可
能
な
ろ
も
の
Ｌ
學

に
於
て
は
号
吻
屏
黒
の
は
有
寄
で
あ
り
烏
、
⑦
貝
⑦
』
烏
⑳
尿
昌
ご
］
①
の
み
慨
航
を
有
す
と
知
り
得
て
私
は
驚
く
。
我

等
の
得
た
教
訓
は
如
何
に
教
ふ
る
所
大
な
る
か
。
唯
製
ぶ
班
に
も
一
つ
の
力
、
ｎ
己
否
定
，
眞
叫
性
含
ま
る
。
云
持
」

ク
リ
ス
マ
ス
の
域
の
兜
群
は
彼
の
從
來
の
根
木
思
想
の
大
き
な
修
正
を
意
味
す
る
。
曰
く
「
菩
等
は
幾
ら
か
の
柵
逃

政
治
を
つ
く
り
、
之
と
共
に
一
八
十
五
年
の
ペ
ン
タ
ル
キ
ー
制
匪
を
彼
・
り
得
る
と
の
誇
ら
か
な
希
禁
を
以
て
初
め
た
。

…
…
現
避
は
識
秤
的
な
溌
想
に
雌
じ
な
か
っ
た
。
。
…
・
・
ラ
デ
ッ
キ
ー
の
勝
利
と
共
に
塊
は
幟
洲
的
弧
剛
と
し
て
建
直
さ

れ
む
と
し
て
ゐ
る
。
。
…
・
・
柵
逸
に
と
っ
て
は
正
大
な
出
来
邪
で
あ
る
。
…
…
然
る
に
棚
逸
の
未
來
に
剛
す
る
Ⅲ
題
は
単

十
九
世
紀
猫
逸
史
皐
史
の
一
帥
一
六
七k

'’
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Ｊ

現

さ

れ

る

事

が

出

來

た

。

然
し
乍
ら
彼
は
杵
政
府
に
と
っ
て
は
群
中
心
よ
り
の
解
決
の
み
が
問
題
と
な
り
得
る
と
い
ふ
事
を
今
も
猫
疑
は
ん
と

す
る
だ
ら
う
か
ｏ
彼
に
は
今
や
パ
ウ
ル
ス
キ
ル
ヘ
の
使
命
は
唯
糞
普
政
府
に
断
乎
た
る
凋
逸
政
策
の
た
め
の
椛
源
を
與

な
英
悶
人
は
評
凌
よ
り
も
よ
く
古
の
ギ
リ
シ
ア
の
格
言
の
①
一
旦
陣
号
嵐
冒
自
三
を
識
ろ
。
何
様
に
三
四
号
行
再
烏
鄙

鱒
胃
庁
を
吾
糞
は
瑚
解
す
る
よ
り
は
疑
ふ
様
に
見
へ
る
。
若
し
も
吾
舞
に
し
て
吾
避
の
犀
ご
］
を
冒
月
胃
に
商
む
る

事
を
知
ら
ず
ぱ
凡
ゆ
る
根
本
的
法
規
、
恋
法
形
式
を
以
て
如
何
せ
ん
。
庇
に
巨
胃
言
が
、
そ
し
て
旨
角
ｇ
庁
の
み
が

問
題
で
あ
る
。
之
な
く
し
て
は
自
曲
と
雌
も
慨
価
な
し
。
」

之
等
の
言
葉
よ
り
窺
は
れ
る
鞭
は
即
ち
倫
理
的
根
本
棚
照
か
ら
三
謹
呂
庁
⑫
鱒
冒
［
を
對
立
せ
し
め
た
ド
ロ
ィ
ゼ
ン
は

今
や
岡
家
は
何
よ
り
も
三
月
言
た
る
べ
し
と
叫
ん
で
ゐ
る
。
一
八
四
八
年
の
混
乱
に
於
て
新
た
な
歴
史
的
政
治
的
見

解
が
生
れ
た
ｏ
然
し
こ
の
鍵
進
は
詔
は
ぜ
こ
Ｌ
に
初
め
て
表
現
せ
ら
れ
た
思
想
（
立
惣
的
に
完
結
せ
る
杵
も
亦
柵
逸
の

後
椚
と
な
り
得
る
）
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
。
凡
て
の
閏
家
は
同
様
な
間
然
的
韮
礎
に
立
ち
便
的
に
は
砿
別
せ
ら
れ
ず

と
い
ふ
認
識
に
逹
せ
る
時
に
伽
め
て
許
思
想
を
凋
迎
思
想
に
從
脇
せ
し
め
る
事
が
岐
早
不
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
今

や
彼
に
は
柵
逸
問
題
に
と
っ
て
は
柵
逸
中
心
か
ら
の
解
決
と
瞥
叩
心
か
ら
の
解
決
が
あ
る
と
い
ふ
シ
一
『
①
ｇ
湧
牙
⑦
が
表

９

十
九
世
紀
凋
逸
史
學
史
の
一
剛
一
六
八

な
る
一
つ
の
ど
行
の
目
麹
ラ
ー
の
と
な
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
時
迄
獅
逸
の
迩
命
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
そ
の
叩
想
的
亜

心
を
有
し
た
か
ら
ｏ
そ
の
時
杵
脚
王
は
民
主
的
悲
法
を
與
へ
た
。
之
は
賊
る
大
騰
な
ク
ー
デ
タ
で
あ
る
。
之
と
共
に
普

は
從
來
よ
り
も
更
に
鈍
く
断
乎
と
し
て
柵
逸
發
展
の
先
駆
に
立
ち
て
塊
に
對
抗
の
地
位
に
立
っ
た
。
（
中
略
）
涯
際
的

I
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十
九
世
紀
猫
通
史
學
史
の
一
酌
一
七
○

は
杵
は
獅
逃
使
命
に
從
ふ
ぺ
し
と
要
求
し
た
が
今
や
杵
の
立
て
る
目
標
は
凋
逸
目
標
で
あ
り
他
の
獅
逸
は
之
に
從
ふ
く

・
き
で
あ
る
。
か
く
杵
の
樅
力
政
治
と
杵
の
柵
逸
使
命
を
同
一
硯
す
る
事
が
一
八
川
八
年
の
結
果
で
あ
り
、
か
Ｌ
ろ
見
解

に
よ
り
彼
は
既
に
早
く
ピ
ス
マ
ル
ク
の
休
大
さ
か
認
搬
せ
る
小
数
の
自
山
主
義
務
の
一
人
で
あ
り
、
か
比
ろ
見
解
に
よ

り
・
側
め
て
「
プ
ロ
シ
ャ
政
策
史
」
を
群
く
事
が
可
能
で
あ
り
，
か
く
杵
の
椛
川
發
峡
と
『
柵
逸
政
策
の
呼
始
』
と
を
Ｍ

’
一
肌
す
る
鞭
に
よ
っ
て
初
め
て
杵
史
は
一
つ
の
生
き
た
統
一
と
な
っ
た
。

然
し
乍
ら
岐
後
に
韮
兇
は
猫
次
の
癖
を
も
価
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
ド
ロ
イ
ゼ
ン
が
そ
の
「
プ
ロ
シ
ャ
政
策
史
」
に

於
て
柵
逸
鯛
雌
的
班
念
の
支
配
を
瑚
想
化
せ
ん
と
し
た
時
に
は
彼
が
一
八
四
八
年
杵
解
消
を
要
求
せ
る
際
に
『
故
意
』

に
杵
の
阿
家
佃
性
の
、
律
性
に
逹
犯
せ
ん
と
し
た
に
對
し
今
度
は
『
不
知
不
識
に
』
之
に
逹
犯
し
た
。
彼
は
今
度
は
訓

は
図
そ
れ
を
締
抑
的
に
、
そ
し
て
彼
自
ら
の
感
怖
の
↑
要
求
に
從
っ
て
解
消
し
、
許
が
既
に
過
去
に
於
て
道
徳
的
に
或
程

度
に
凋
逸
に
昌
為
①
一
〕
ｇ
せ
る
鞭
を
學
川
の
手
段
に
よ
っ
て
狂
諦
せ
ん
と
し
た
。
故
に
彼
の
腰
史
槻
に
は
一
八
四
八
年

Ｐ
、
叩
】

の
彼
の
政
治
が
姿
ぞ
鍵
へ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
っ

へ
し
｜
｜
ス
ム
時
代
ぞ
描
く
場
合
に
彼
の
韮
将
戦
的
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
は
對
象
の
特
踊
を
把
握
す
る
障
碍
と
は
な
ら
ず
聯

示
せ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
識
の
商
所
よ
り
そ
れ
に
先
だ
つ
地
上
的
畔
代
を
容
槻
的
な
冷
靜
さ
ぞ
以
て
槻
察
し
得
た
が
彼
の

政
治
的
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
は
別
だ
っ
た
。
初
め
て
麓
現
せ
ら
る
べ
き
杵
柵
剛
民
剛
家
の
理
想
は
彼
の
歴
史
槻
察
の
中
に
弧

３５
．

き
主
槻
的
意
欲
を
導
き
入
れ
た
。
彼
の
ポ
ル
ッ
シ
ッ
シ
ュ
な
立
場
は
明
ら
か
に
見
れ
ば
本
来
的
に
非
ポ
ル
ッ
シ
ヅ
シ
ュ
で
あ

り
少
く
と
も
超
ポ
ル
ヅ
シ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
彼
の
代
表
す
る
「
政
治
史
」
は
雌
る
非
政
治
的
な
側
面
を
も
つ
。
此
塵
に
厳

１
１

〆
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